
　

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
相

談
は
、
高
齢
者
だ
け
で
な
く
、
学

生
や
社
会
経
験
の
浅
い
若
者
を

狙
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
は
、
そ
の
手
口
の
一
部
を

紹
介
し
ま
す
。

ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
セ
ー
ル
ス

　

電
話
や
は
が
き
で
、「
会
員
に
な

れ
ば
海
外
旅
行
に
安
く
行
け
る
」

「
あ
な
た
が
選
ば
れ
ま
し
た
」
な

ど
と
呼
び
出
さ
れ
、
高
額
な
商
品

を
契
約
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

電
話
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス

　

突
然
、「
有
料
サ
イ
ト
を
利
用
し

た
料
金
が
未
納
だ
」
と
、
延
滞
金

を
含
め
た
高
額
の
料
金
を
請
求
す

る
メ
ー
ル
や
は
が
き
な
ど
が
送
ら

れ
て
き
ま
す
。

資
格
取
得
商
法

　

職
場
な
ど
に
強
引
な
電
話
を
か

け
て
き
て
「
資
格
を
取
る
と
仕
事

に
有
利
」
な
ど
と
い
っ
て
、
教
材

の
購
入
や
受
講
を
勧
め
ら
れ
ま
す
。

マ
ル
チ
商
法

　

「
簡
単
に
も
う
か
る
話
が
あ
る
」

な
ど
と
誘
わ
れ
、
新
会
員
を
増
や

す
た
め
に
高
額
な
商
品
を
買
っ
て

販
売
組
織
に
入
会
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
と

呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
被
害
に

　
　

遭
わ
な
い
た
め
に

❶
知
ら
な
い
人
か
ら
の
突
然
の
電

話
や
訪
問
が
あ
っ
た
ら
、
慎
重

に
、
冷
静
に

❷
妙
に
親
し
げ
な
言
葉
や
う
ま
い

話
は
、
要
注
意

❸
呼
び
出
さ
れ
て
も
行
か
な
い

❹
い
ら
な
い
も
の
を
勧
誘
さ
れ
た

ら
、
き
っ
ぱ
り
断
る

❺
一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を
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広報　とば

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
・
悪
質
商
法

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
・
悪
質
商
法

一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

　

市
で
は
、
消
費
者
被
害
の
救
済
や
未
然
防
止
・
拡
大
防
止
を
図
る
た
め
「
消
費
生
活
相
談
」
を

行
っ
て
い
ま
す
。
契
約
上
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
で
お
困
り
の
か
た
は
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

農
水
商
工
観
光
課
商
工
労
政
係　
　

擦
浦
１
１
５
６

若
者
を
狙
う

悪
質
商
法
に
ご
用
心
！

わたしたちが相談をお受けします

と　き　毎週火曜・金曜日午前９時～午後４時

　　　　※祝日と年末年始を除きます

ところ　市民文化会館３階・消費生活相談窓口

相談方法　面談・電話相談

楠　相談員 里中相談員

事例２(資格取得商法の二次被害)
　「仕事も紹介するから」と勧められ、資格取得用教材を

購入しました。しかし、勉強する時間もなく資格取得をあ

きらめていたころに、突然電話が入り「受講を終了するま

で解約できない」「解約するには費用が必要」と言われ、

教材の費用はすでに支払ったのに、新たに解約費用支

払いのローン契約を結ばされました。現在も、その費用

を支払っていますが、納得いきません。

助言

　経過などを聞き取り、ローン会社への支払停止の手

続きの助言や、販売業者との和解に向けた話し合いが

円滑に行われるように協力しました。その結果、過払

い金を放棄することで、残りのローンは支払わなくて

もいいということになりました。

　一度、こうした契約をすると、顧客名簿に名前が載

り、業者間で利用されるので、注意が必要です。

事例１(架空請求)
　こども宛に「消費者金融からあなたの債権

を譲り受けました」と、業者から請求書が届

きました。こどもは、心当たりがないという

ことですが心配です。

助言

　何らかの手段で名簿を入手した悪質な業

者からの架空請求はがきと考えられるので、

しばらくの間、業者の新たな動きを見るよう

助言しました。このような場合、連絡を取っ

てしまうと、電話番号など個人情報の漏えい

につながり、振り込め詐欺などのさらなる被

害に遭う可能性があるので、絶対に連絡しな

いでくださいと説明しました。

　その後、業者からの請求は来ないというこ

とです。

専用ダイヤル擦浦１２４１

わたしは「こんな言葉」で誘われました
～鳥羽市消費生活相談室の相談事例から～


